
令和4年度総合エネルギー統計検討会（第3回会合）

1.諮る事項
1.1 電気事業者の蒸気販売分の計上方法

次年度検討会で継続検討する予定。

2.報告事項
報告事項ではありますが、何かよい方法等ご意見がございましたらお知らせいただけます

と幸いです。

2.1 太陽光発電等の発電量の把握方法
2.2 電気自動車の電力消費量の把握に向けた検討
2.3 2023年度標準発熱量の見直しの状況報告

令和５年３月１日~ ３月７日 書面開催



#270000の「地域熱供給」を「熱供給」とし、その下に２行追加して１行目を「地域熱供給」、
２行目を「その他熱供給」とする。１行目の「地域熱供給」に今までの熱供給事業協会のデー
タ、２行目の「その他熱供給」に発電事業者の熱供給分を計上する。（次ページの図参照）

発電事業者の蒸気発生量はエネルギー消費統計の対象業種と同様に石油等消費動態統計
の転換効率を用いて推計することを検討中。

来年度、この方針にて実際に総合エネルギー統計改訂版を作成し、熱の需給バランス等で問
題が生じないか検証を行うこととする。

1

電気事業者において発電用途以外で使用した燃料に関して、総合エネルギー統計では他統
計と重複していない場合、#301400事業用電力の自家消費に計上している。
発電用以外の燃料消費の用途を調査する中で、熱販売用に燃料を消費している事業者が
あった。当該事業者が地域熱供給事業者でない場合、他統計との重複がないため、
#301400事業用電力の自家消費に計上しており、熱発生量は計上していない。

▌検討課題

1.1 電気事業者の蒸気販売分の計上方法

▌検討状況

本件は、今次検討会にてご意見を伺い、いただいたご意見も踏まえて、来年度実際に総合エネ
ルギー統計改訂版を作成し、問題がないことが確認されたら次年度の総合エネルギー統計検討
会に報告して決定することとしたい。
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1.1 電気事業者の蒸気販売分の計上方法

電気事業者が蒸気を他社へ販売していたが、
蒸気発生量は計上されていなかった。

熱供給事業用
燃料消費

電気事業者

蒸気消費

需要家

蒸気

現状

(別統計)(発受電月報）

[事業用電力の自家消費]

熱供給事業用
燃料消費

電気事業者

蒸気消費

需要家

蒸気

変更後

(別統計)(発受電月報）

[その他熱供給]

その他熱供給に燃料投入量と熱発生量を
計上する。

現状

変更後

＜総合エネルギー統計への具体的な計上イメージ＞
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2022年4月の電気報告関係規則の改正により、一般送配電事業者等から、2023年度から、
卒FIT再エネを含めて、電源別ごとの逆潮流量の報告をいただくこととなった。
今後、卒FIT再エネの逆潮流量データの具体的な活用方法等について、検討していきたい。検
討状況については総合エネルギー統計検討会にも状況報告を行っていく。

2.1 太陽光発電等の発電量の把握方法

▌検討状況

FIT外の案件も出てきている。このことから、FITを用いて推計している住宅用太陽光、非住宅用
太陽光や風力発電、地熱発電の推計方法も含めて引き続き検討する必要がある。

▌検討課題

2.2 電気自動車の電力消費量の把握に向けた検討

2021年度の第1回検討会において、電気自動車の電力消費量の測定方法について検討すべ
き時期に来ているのではないかとの意見があった。現状では、家庭で充電している場合は、家庭部
門の電力消費量となっており、家庭以外で充電しているものは業務他部門の電力消費量となって
いる。今後、電気自動車による電力消費量が増加してくると、電力の部門別消費量が分からなく
なることが懸念される。

▌検討課題

今後、電力の供給側又は消費側（電気自動車側）から補足できないか、或いは適切な推計
方法はないかについて検討していきたい。

▌検討状況
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2.3 2023年度標準発熱量の見直しの状況報告 ①石油製品、②廃プラスチック

標準発熱量・炭素排出係数は概ね５年ごとに改訂を行っており、次回2023年度改訂に向けて
調査の必要性、調査方法について検討した。

①石油製品
現在コロナ禍の影響でガソリン等の需要が特に大きく減るなどし、石油精製のオペレーションが影
響を受けていることから、各種製品の発熱量等の性状がイレギュラーになっている可能性があり、
調査実施時期を再考すべきではないかという意見があった。引き続き調査実施時期や方法につい
て検討を行う必要がある。

②廃プラスチック
廃プラスチックの標準発熱量は、2000年度改訂で定められた29.3MJ/㎏が現在適用されてい
るが、廃プラスチックの樹脂内訳（ポリエチレン, ポリプロピレンなど）は当時から変化していると考え
られ、最新の状況を踏まえた改訂が可能か検討を進める。
廃プラスチックは需要家により樹脂の組成、夾雑物の割合が大きく異なり、発熱量には幅がある
とみられ、標準値の改訂においてはその差異に留意して行う必要がある。現在廃プラスチックの需
給実態や、発熱量に関連する文献の有無について調査を進めている。

（次頁へ続く）

▌検討課題
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①、②、③ともに、今後関係する事業者や業界団体と意見交換や調整を進め、2023年度も継
続検討を行う。

▌検討状況

③RPF
現状では、国内消費されたRPFのうち石油等消費動態統計調査で捕捉されたRPFの発熱量

（日本製紙連合会提供）を算定に用いている。
ただし第2回検討会にて、 RPFのうち輸出されるものと国内消費されるもので組成が異なる可
能性について意見を頂いた。

総合エネルギー統計では国内消費されたRPFのうち石油等消費動態統計調査で捕捉されたもの
のみ計上しているが、このほかにも国内消費されているRPFがあると考えられ、また、2019年より
RPFの輸出が制度上可能になったこともあり、国内生産量全体やその発熱量及び輸出数量の把
握に向けた検討が必要となる。

2.3 2023年度標準発熱量の見直しの状況報告 ③RPF

▌検討課題（続）


	スライド 0
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5

